
事 務 連 絡 

令和３年 10 月１日 

 

 都道府県薬剤師会 担当事務局 御中 

 

日 本 薬 剤 師 会 

医 薬 ・ 保 険 課 

 

 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の開催について 

（Ｑ＆Ａのご案内） 

 

 

平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の開催については、地

域の体制整備のため、複数回の開催をお願い申し上げてきたところです。 

今般、引き続きの開催をお願いするにあたり、各都道府県薬剤師会での同研修

会開催に際して頂戴いたしましたご質問についてＱ＆Ａを作成いたしました。 

また、これまでご案内した各種資料等について別紙のとおり整理いたしました

のでご参照ください。 

 業務ご多忙の折誠に恐れ入りますが、貴会担当役員と共有いただき、研修会の

開催及び円滑な運営について特段のご配慮をいただけますよう、お願い申し上げ

ます。 

 

 

＜別添＞ 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の開催等に係るＱ＆Ａ 

（令和３年 10月・日本薬剤師会事務局作成） 

 

＜別紙＞ 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の開催等に関する資材等

一覧 
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オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の開催等に係るＱ＆Ａ 

令 和 ３ 年 1 0 月 

日 本 薬 剤 師 会 

 

●研修会の開催について 

Ｑ１．研修会の開催はどの程度で必要か。 

Ａ１．都道府県薬剤師会におかれては、年に１回以上の開催をお願いしたい。 

 

Ｑ２．Web での開催は可能か。 

Ａ２．開催都道府県薬剤師会において、受講者の受講確認ができる方法で行うこ

とで可能とする（令和２年８月 19 日付け日薬業発 247 号および同日付事務連絡

にて既報）。 

 

Ｑ３．産婦人科医の人選はどのように行うとよいか。 

Ａ３．令和元年 12 月に日本産婦人科医会が都道府県産婦人科医向けの研修会を

開催している。同研修会に参加された産婦人科医を招聘することが想定される

が、県産婦人科医会と調整の上、決定されたい。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、研修会の企画が困難である

という声も寄せられていることから、DVD の映像教材を用いることも可能として

いる（令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 医薬品・医療機器レギュ

ラトリーサイエンス政策研究事業にて作成。令和３年６月 11 日付け日薬業発第

80 号にて既報）。その場合においても質疑対応等が発生することから、都道府県

医師会および産婦人科医会との十分な連携をお願いしたい。 

 

Ｑ４．標準プログラムに記載された項目以外に追加は可能か。 

Ａ４．性暴力救援センター（性被害・性暴力被害者のためのワンストップセンタ

ー）を招聘する等の取組を行っている都道府県薬剤師会もあり、積極的に検討さ

れたい。なお、その場合には、標準プログラムを網羅した上での追加であること

が前提となる。 

 

●研修会受講者・修了者・修了者名簿について 

Ｑ５．研修修了者は、その後も毎年の受講（更新等）が必要か。 

Ａ５．都道府県会長協議会や本会総会等でもお示しのとおり、更新が必要な研修

会とはされていない。地域の体制整備のため、より多くの薬剤師が受講できるよ

うな機会を設けていただくようお願いしたいほか、研修後も、継続的な自己研鑽
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に努められたい。 

 

Ｑ６.修了者である薬剤師から休職等の報告があった際の対応は。 

Ａ６．厚生労働省が公表している名簿については、休職中等で実際に対応ができ

ない薬剤師は掲載しないことしているため、休職等する場合においては、その旨

を記載した変更届を厚生労働省に提出いただくよう運用されたい。復職等する

場合においても、再度研修を受講する必要はないため、変更届に復職先の薬局等

の情報を記載いただき、提出されるよう運用されたい。 

 

Ｑ７．他の都道府県に異動した場合でも、研修修了証は有効か。異動先の都道府

県薬剤師会で再度受講する必要があるか。 

Ａ７．受講した都道府県に関わらず研修修了証は有効となるが、薬剤師は、異動

した旨を修了証発行都道府県薬剤師会に報告し、厚生労働省より公表されてい

る名簿と実態に齟齬のないように留意されたい。 

 

Ｑ８．他都道府県の薬局に勤務する薬剤師の受講は可能か。 

Ａ８．受講者を受け入れるかは、開催する都道府県薬剤師会の判断によるもので

あるが、当該薬剤師が異動後も、修了証を発行した都道府県薬剤師会が修了者名

簿の管理を行うこととなる点に留意されたい。 

（例：Ａ県薬剤師会が、Ｂ県に在住する薬剤師に修了証を発行し、同薬剤師がＣ

県やＤ県に異動した場合にも、当該薬剤師はこれら異動の情報をＡ県薬剤師会

に報告することとなり、Ａ県薬剤師会はこの情報を管理・名簿更新を行い、厚生

労働省に報告することとなる。） 

 

Ｑ９．研修会を２回目以上開催した場合、厚生労働省に提出する名簿は過去開催

分とあわせて全修了者分を提出するのか。それとも２回目開催時の修了者を追

加で提出するのか。 

Ａ９．全体を再度提出する必要はなく、追加提出のみで可能。 

 

●その他制度等について 

Ｑ10．本研修会を修了していない薬剤師は、緊急避妊薬の調剤はできないのか。 

Ａ10．本研修会は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に定められた、

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤についての研修会である。オンライン

診療に伴う緊急避妊薬の調剤については本研修会受講の必要があるが、従来の

院外処方等については、特段の規定はない。 



（別紙） 

 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会の開催等に関する 

資材等一覧 

 

 

web 開催に関して： 

令和２年８月 19 日付け日薬業発第 247 号、同日付事務連絡 

 

研修会資料について： 

令和３年６月 11 日付け日薬業発第 80 号 ※最新資料 

令和３年７月５日付け日薬業発第 115 号 DVD のご案内 

令和３年８月 24 日付け日薬業発第 166 号 産婦人科医会資料（ハンドアウト） 

 

事前報告、事後報告について： 

令和３年６月 11 日付け日薬業発第 80 号のエクセル様式をご利用の上、 

医薬・保険課課（ iyaku-hoken@nichiyaku.or.jp ）までお知らせください。 

 

名簿報告先について： 

令和２年４月３日付け日薬業発第７号 厚労省に報告をお願いいたします。 

 

名簿修正先について： 

上記令和２年４月３日付け日薬業発第７号のほか、以下にも掲載がございます。 

薬局→都道府県薬剤師会様→厚労省に提出をお願いしています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html 

 

また、様式などについては本会 HP にも掲載がございます。 

https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/online/index.html 

 


